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y = x - 7
（x≧0, x＜7→y＝0, x＞12→y＝5）
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図Ⅱ－2.1－8 卒 FIT 電気の買取価格に係る評価式及び評価図（加算点） 

 

また、卒 FIT 電気の評価については、供給される電気に占める卒 FIT 電気の割合で評価

することも考えられ、以下に評価例を示す。 

供給される電気に占める●●市産卒 FIT 電気の割合に応じて０～５点を付与する。 

０～４％：1 点、５～９％：２点、10～19％：3 点、20～29％：4 点、30%以上：5 点 

キ．ディマンド・リスポンスの取組（任意） 

① ディマンド・リスポンスの取組について 

小売電気事業者がディマンド・リスポンス（DR）に取り組む意義は、需要側の柔軟性を

活用し、脱炭素化と再エネ導入拡大を後押しすることにある。ピーク需要を抑えることで

火力発電の稼働を減らし、温室効果ガスの排出削減に直結する。また、需要を時間的にシ

フトすることで太陽光・風力など変動型再エネの出力と需要を調和させ、再エネの有効活

用と調整力の確保が可能となる。これにより新たな化石燃料設備の増設を抑えつつ、安定

供給とコスト抑制を両立できる。小売事業者にとっても、環境価値や再エネ利用拡大を提

供する重要な手段となるものである。 

② 加算点の評価（任意） 

電気の供給を受ける契約におけるディマンド・リスポンスの取組に係る評価は、加点項

目であって、調達者の判断により加点の条件を設定し評価する任意の項目である。 

以下に小売電気事業者の電気料金型やインセンティブ型をはじめとしたディマンド・リ

スポンスの取組を具体的に例示するので、ディマンド・リスポンスの取組を評価する場合
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の参考とされたい。 

 下げ DR（ピーク時節電）に関する加点例 
 需給ひっ迫時のインセンティブ型 DR を常設、高圧需要家向けの報酬付き節電

プログラムの運用など 

 上げ DR（再エネ余剰吸収・ピークシフト）に関する加点例 
 再エネ出力抑制時間帯に合わせた「上げ DR メニュー」、季節キャンペーン型

の需要前倒し（先冷/先充電等）など 

 アプリ/見える化/スマートメーター連動に関する加点例 
 アプリによる節電ナッジ＋ポイント付与、スマートメーター・マイページのア

ラート機能（当日/直前プッシュ）など 

 IoT 機器の遠隔制御（機器制御型 DR）に関する加点例 
 通信機能付きヒートポンプ給湯機/蓄電池の事前同意に基づく遠隔制御、EV 充

電の時間帯別制御/課金（オプトイン方式）など 

 料金メニュー（価格シグナル）に関する加点例 
 季節別・時間帯別・曜日別の料金設計、市場連動型（JEPX 連動等）プラン、ネ

ガワット取引など 

 アグリゲーション/VPP・市場連携に関する加点例 
 アグリゲーターとして容量市場の発動指令電源を保有/運用、需給調整市場（一

次/三次①等）・調整力市場 I’への DR 供出、VPP（仮想発電所）の構築・実

証及び運用など 

 地域エネルギー×DR（マイクログリッド等）に関する加点例 
 地区 EMS と連携した DR オペレーションなど 

（３）評価値の算定例について 

以下に、電気を調達する場合の具体的な評価値の算定例を示す。配点は各項目で示した数

値を設定している。なお、各事業者の評価値は算定例を示すための仮定である。 

表Ⅱ－2.1－5 に示した電気の調達例の評価値の計算式は以下のとおり。なお、事業者 A～E

はすべて標準点の要件を満たしているものとする。 
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表Ⅱ－2.1－5 総合評価落札方式による電気の供給を受ける契約の評価値の算定例 

 

また、線形評価式を含め、評価値の算定については環境省のホームページで提供する自動

算定ツールで計算可能である。 

◇事業者 A 
・標準点：100 点 

・加算点：以下の合計（20＋10＋5＋0＋2.69＋0＝）37.69 点 

事業者全体の CO2排出係数：20 点（0.250 以下は満点） 

調達電気に占める再エネ割合：（0.2×100-10 =）10 点 

再エネ導入率：（0.3333×25 =）8.33 点⇒満点 5 点付与 

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0）= 0 点 

追加性のある再エネの評価：（0.0769×70-2.6923＝）2.69 点 

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：取組なし⇒0 点 

・得 点：100 点＋37.69 点＝137.69 点 

・評価値：137.69 点／27,273,000 円×1,000＝0.005049 

◇事業者 B 
・標準点：100 点 

・加算点：以下の合計（7.57＋6＋5＋1＋1.92＋5＝）26.49 点 

事業者全体の CO2排出係数：（-108.11×0.365+47.027＝）7.57 点 

調達電気に占める再エネ割合：（0.2×80-10 =） 6 点 

再エネ導入率※：（0.3333×18=）5 点 

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.4=）1 点 

追加性のある再エネの評価：（0.0769×60-2.6923＝）1.92 点 
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指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：（1×12-7＝）5 点 

・得 点：100 点＋26.49 点＝126.49 点 

・評価値：126.49 点／25,332,000 円×1,000＝0.004993 

◇事業者 C 
・標準点：100 点 

・加算点：以下の合計（-2.92＋7＋4＋1.75＋2.31＋5＝）17.14 点 

事業者全体の CO2排出係数：（-108.11×0.462+47.027＝）-2.92 点 

調達電気に占める再エネ割合：（0.2×85-10 =） 7 点 

再エネ導入率：（0.3333×12 =）4 点 

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.7=）1.75 点 

追加性のある再エネの評価：（0.0769×65-2.6923＝）2.31 点 

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：（1×13-7＝）6 点⇒満点 5 点付与 

・得 点：100 点＋17.14 点＝117.14 点 

・評価値：117.14 点／24,697,000 円×1,000＝0.004743 

◇事業者 D 
・標準点：100 点 

・加算点：以下の合計（0.54＋1＋5＋1.25＋0.38＋0＝）8.17 点 

事業者全体の CO2排出係数：（-108.11×0.430+47.027＝）0.54 点 

調達電気に占める再エネ割合：（0.2×55-10 =） 1 点 

再エネ導入率：（0.3333×15 =）5 点 

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.5=）1.25 点 

追加性のある再エネの評価：（0.0769×40-2.6923＝）0.38 点 

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：取組なし⇒0 点 

・得 点：100 点＋8.17 点＝108.17 点 

・評価値：108.17 点／23,151,000 円×1,000＝0.004672 

◇事業者 E 
・標準点：100 点 

・加算点：以下の合計（-9.51＋6＋1.67＋0.50＋1.54＋3＝）3.20 点 

事業者全体の CO2排出係数：（-108.11×0.523+47.027＝）-9.51 点 

調達電気に占める再エネ割合：（0.2×80-10 =） 6 点 

再エネ導入率※：（0.3333×5 =）1.67 点 

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.2=）0.50 点 

追加性のある再エネの評価：（0.0769×55-2.6923＝）1.54 点 

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：（1×10-7＝）3 点 

・得点：100 点＋2.08 点＝103.20 点 

・評価値：103.20 点／20,949,000 円×1,000＝0.004926 
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２．契約方法等について 

２－１ 契約の対象 

当該地域において、電気の供給が可能な小売電気事業者が 3 社以上存在する場合に、本契

約方式を適用することとする。 

 

２－２ 評価項目・評価基準 

総合評価落札方式の電気の供給を受ける契約に係る評価項目及び評価基準（要求要件）、

標準的な配点等については、環境省のホームページにおいて公表することから、適宜参考に

されたい。なお、標準点及び加算点の基準に関する証明書類等の提出方法等については、入

札公告及び入札説明書の中で必要事項を記載する。 

 

２－３ 標準的な手続とスケジュール 

電気の供給を受ける契約において総合評価落札方式を適用する場合の標準的な流れは、図

Ⅱ－2.2－1 のとおりである。 

入札公告から評価項目・適合証明等の提出までは、評価項目・適合照明等を準備・作成す

るために必要十分な期間を確保する。また、評価項目・適合証明等を受領後、提出書類の内

容の確認、評価項目の評価・審査を行い提出者に対して、合否判定結果を通知する。 

合格者が入札参加資格を得ることとなり、合格者によって入札及び開札を実施し、落札者

を決定することとなる。 

なお、図Ⅱ－2.2－1 に示した流れでは、評価項目等の評価・審査後に合格者による入札の

実施としているが、評価項目資料・適合証明等の書類提出と併せて価格の提案を行う場合も

ある。 
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予定価格の作成

評価項⽬資料・適合証明等の提出

合否の通知

⼊札参加要件、評価項⽬・基準等の設定

仕様書の作成

契約

⼊札実施に必要な事項の調整

⼊札公告

評価項⽬等の評価・審査

⼊札

開札（落札者決定）

 

図Ⅱ－2.2－1 総合評価落札方式に係る入札手続 
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３．その他 

調達者は、前項までの事項を踏まえ、電気の供給を受ける契約における公正な競争の確保

の観点を踏まえつつ、以下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。 

 調達を通じて脱炭素化の進展や再エネ電源の普及促進に寄与する市場インセン

ティブを形成し、小売電気事業者の環境配慮行動を評価基準によって適切に誘

導するよう努める。 

 電力市場の変動や供給継続性のリスクに備えるため、必要に応じ、燃料費調整の

考え方や単価見直しルールを契約条件として明確化することも重要である。 

 

◇地域と共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避ける方法 

（背景） 

我が国では、2050 年ネット・ゼロの実現に向けて、気候変動対策と経済成長の同時実現

を図っていくこととしており、再生可能エネルギーの導入が必要不可欠となるが、この導

入に当たっては、地域との共生や環境への配慮が大前提となる。しかしながら、昨今、再

生可能エネルギーについて、自然環境、安全、景観などの面から地域において様々な懸念

が生じる事例が見られ、社会的な課題となっている。 

こうした不適切な事業に対応するため、政府では、2025 年 12 月 23 日に「大規模太陽光

発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージ」が関係閣僚会議において決定された。

この対策パッケージにおいては、国等の再生可能エネルギー電気の調達について、法令に

違反する発電施設で発電された電力の調達を避けるよう、環境配慮契約法基本方針に規定

することとされている。 

これを踏まえ、2026 年３月 13 日に基本方針の改定が閣議決定された。国等の契約を通

じて、率先して地域との共生が図られた望ましい事業は促進する一方、地域と共生できな

いものは抑制していくこととなる。 

基本方針に記載のとおり、地域との共生が図られていない発電施設で発電された電気の

調達を避けることが目的であるが、小売電気事業者が確認可能な範囲となるよう、関係法

令に違反した事業者を排除する方針とする。 

 

（調達時の対応方法） 

関係法令※に違反している発電事業者が発電・発行した電気及び環境価値を避けるには、

以下のような方法が考えられる。 

入札参加資格を①契約に基づき供給する電気及び環境価値（又は環境価値のみ）に係る

発電施設・発電事業者等の情報を提出し（供給後の提出も含む）、②関係法令に違反した

発電事業者に由来する電気及び環境価値（又は環境価値のみ）を供給しないことについて

誓約書を提出することとする。 
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※関係法令とは、事業計画策定ガイドライン48（2025 年 4 月改訂 資源エネルギー庁）

で示される主な関係法令リストに記載の法令をいう。また、太陽光発電施設設置に係る

関係法令等担当窓口一覧として、関係法令や条例をまとめて HP に掲載している都道府

県もあり、併せて参考にされたい。 

 

電気については、フィジカル PPA での契約等、発電施設を特定して調達する場合と、日

本卸電力取引所（JEPX）の経由等、発電施設が特定不可能な場合がある。一方で環境価値

については、全てトラッキング情報が付されており、発電施設を特定することが可能であ

る。ついては、契約形態に応じて電気及び環境価値の両方についてその由来となった発電

施設が特定できる場合と環境価値についてのみ発電施設が特定できる場合があり、以下の

とおり契約形態ごとに対応方法を記載する。 

 

１． 電気及び環境価値の両方についてその由来となった発電施設が特定可能な契約形

態の場合（フィジカル PPA、相対取引、FIT 特定卸等） 

■入札要件：電気及び環境価値の両方についてその由来となった発電施設を特定し

て供給すること。 

■小売電気事業者への要求事項：電気の供給を受ける発電施設を設置又は運転する

発電事業者が設置又は運転する全ての再生可能エネルギー発電施設において、関係

法令の違反がないことを誓約すること（入札説明書の別添３別紙２の提出）。入札

時に供給予定の電気及び環境価値の両方についてその由来となった発電施設の情報

を提出すること（入札説明書の別添３別紙３の提出）。契約終了後に供給実績を提

出すること（入札説明書別添３別紙４の提出）。 

 

さらに、調達者が総合評価落札方式の評価項目「指定地域における持続的な再エ

ネ電気の創出・利用に向けた取組」で、地域を指定の上、その地域内で発電・発行

された電気及び環境価値を供給していることを評価基準とした場合、提出する発電

施設が当該地域内であれば加点されることとなる。詳細は前述の「１－３ 総合評価

落札方式について（２）評価項目の詳細」の「カ 指定地域における持続的な再エネ

電気の創出・利用に向けた取組」に記載。 

 

２． 環境価値についてのみその由来となった発電施設が特定可能な契約形態の場合 

■入札要件：環境価値の由来となった発電施設を特定して供給すること。 

■小売電気事業者への要求事項： 

（１） 環境価値の由来となった発電施設を“入札時に”特定できる場合 

電気の供給を受ける発電施設を設置又は運転する発電事業者が設置又は

運転する全ての再生可能エネルギー発電施設において、関係法令の違反がな

 
48 「事業計画策定ガイドライン」（2025 年 4 月改訂 資源エネルギー庁） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_solar.pdf 
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いことを誓約すること（入札説明書の別添３別紙２の提出）。契約において

割り当てる環境価値が入札時に決定している場合は、供給予定の環境価値の

発電施設を提出すること（入札説明書の別添３別紙３の提出）。契約終了後

に供給実績を提出すること（入札説明書別添３別紙４の提出）。 

 

さらに、調達者が総合評価落札方式の評価項目「指定地域における持続的な

再エネ電気の創出・利用に向けた取組」で、地域を指定の上、その地域内で

発行された環境価値を供給していることを評価基準とした場合、提出する発

電施設が当該地域内であれば加点されることとなる。詳細は「１－３ 総合

評価落札方式について（２）評価項目の詳細」の「カ 指定地域における持

続的な再エネ電気の創出・利用に向けた取組」に記載。 

 

（２） 環境価値の由来となった発電施設を“供給後※に”特定できる場合 

電気の供給を受ける発電施設を設置又は運転する発電事業者が設置又は

運転する全ての再生可能エネルギー発電施設において、関係法令の違反がな

いことを誓約すること（入札説明書の別添３別紙２）。入札時に供給予定の

電気及び環境価値の両方についてその由来となった発電施設の情報を提出

すること（入札説明書の別添３別紙３）。 

     

    ※小売電気事業者が環境価値を JEPX において調達する場合、年に４回（２、

５、８、11 月）開催されるオークションにて購入することとなる。オークシ

ョンにおいてどのような非化石証書が割り当てられるかは、条件を絞って購

入している場合を除いて、不明であるため、非化石証書購入後に、それぞれ

の契約で割り当てる非化石証書を決定している場合も多く見られる。例えば、

契約期間が（Ｘ－１）年４月～Ｘ年３月であった場合、Ｘ年２月、３月の非

化石証書については、Ｘ年５月のオークションで購入した非化石証書の中か

ら割り当てられるため、発電施設の特定は事後的になる。このような場合で

あっても小売電気事業者は、契約当初の誓約に基づき、電気の供給を受ける

発電施設を設置又は運転する発電事業者が設置又は運転する全ての再生可

能エネルギー発電施設において関係法令の違反がないことを確認の上、非化

石証書を供給する必要がある。 

 
入札説明書のイメージ 

３．競争参加資格 

二酸化炭素排出係数、供給する電気に占める再生可能エネルギー電気の割合、電源構成

及び二酸化炭素排出係数の情報の開示、並びに供給する再生可能エネルギー電気が発電さ

れた発電施設又は環境価値の由来となった発電施設に関し、別添３別紙２及び別紙３を提

出すること。 
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別添書類のイメージ 

●別添３別紙２ 

 
●別添３別紙３ 
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●別添３別紙４ 

 

 

 

 入札説明書の別添資料で誓約させる場合は、仕様書内に当該電気・環境価値を供給する

よう、記載する必要がある。 

 

仕様書のイメージ 

２．仕 様 

～～入札説明書別添３別紙２において開示した再生可能エネルギー発電施設で発電された電

気及び当該電気に由来する環境価値を供給すること。 

 

関係法令に違反している状態とは、関連法令の行政処分等を受けていることを指すほか、

過去の違反であっても契約時点において違反状態が改善されていないものとする。 

また、この違反している状態については、当該電気の供給を受ける発電施設だけではな

く、その発電施設を設置又は運転する発電事業者が設置又は運転する全ての再生可能エネ

ルギー発電施設において関係法令の違反がないことを小売電気事業者は確認する必要があ

る。 

 

（是正措置） 

本契約方式に基づき契約を締結した場合に関係法令に違反している状態が明らかになっ

た場合においては、調達者が契約相手方である小売電気事業者に対して、当該発電事業者

が発電する電気又は環境価値の供給をやめるよう催告するものとする。一方で、期間を定

めて催告したにもかかわらず是正がされないときは、何らの催告を要することなく、契約

を解除することができる。これらの規定は契約書に定めておく必要がある。 
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契約書のイメージ 

（是正措置） 

第●条 この契約に基づき乙が甲に供給する再生可能エネルギー電気が発電された発電

施設又は環境価値の由来となった発電施設を設置又は運転する発電事業者が設置又

は運転を行う再生可能エネルギー発電施設のいずれかにおいて、その設置又は運転に

関して事業計画策定ガイドラインで示される主な関係法令リストに掲げられる法令

等の違反が明らかになった場合、乙は、当該発電事業者が発電する再生可能エネルギ

ー電気又は環境価値の甲に対する供給を停止するとともに、その代わりとして、違反

が認められない他の発電事業者が発電する再生可能エネルギー電気又は当該電気に

由来する環境価値を供給しなければならない。 

（契約の解除） 

第○条 第●条の規定により、甲が乙に対し、是正措置を行うよう求めたにもかかわら

ず、相当の期間内にこれが行われないときは、甲は何らの催告を要することなく、こ

の契約の全部または一部を解除することができる。 

 

なお、ここで示す運用に基づいた契約書、入札説明書、仕様書及び適合証明書のひな型

を環境省 HP において示しているので参照されたい。 

 

（参考） 

供給もしくは調達する電気及び環境価値の由来となった発電施設について、地域との共

生が図られているかを確認する際には、法令に違反していないことを確認することにとど

まらず、自然環境への影響を回避・低減するための取組がなされているかを確認すること

が重要である。確認に際しては、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」49が参考となる。 

 

 

 

 
49 「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」（令和２年３月策定 環境省）https://www.env.go.jp/press/files/jp/113712.pdf 
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【参考】公的機関のための再エネ調達実践ガイド 

１ 環境省における RE100 準拠の再生可能エネルギー電力の調達について 

RE100 とは、企業が自らの事業の使用電力を 100％再生可能エネルギーで賄うことを目指

す国際的なイニシアチブで、世界や我が国の代表的な企業も多数参加しているグローバル規

模で注目される取組となっている。 

環境省は 2018 年 6 月に公的機関としては世界で初めてアンバサダーとして RE100 に参画

し、RE100 の取組の普及のほか、自らの官舎や施設において再生可能エネルギー電力の導入

に向けた率先的な取組やその輪を広げていくこととしている。 

この取組の一環として、2019（令和元）年度の新宿御苑における再生可能エネルギー比率

30%の電力の調達を端緒として、2030 年までの環境省 RE100 達成を目指し、2019 年 12 月に

「環境省 RE100 達成のための行動計画50」を策定し、取組を進めているところである。 

 

２ 公的機関のための再エネ調達実践ガイド 

環境省においては、環境省 RE100 の実現に向けた、これまでの再生可能エネルギー由来の

電力調達の取組を通じて得られた知見等をまとめた公的機関のための再エネ調達実践ガイド

「気候変動時代に公的機関ができること～「再エネ 100％」への挑戦～51」を 2020 年 6 月に

作成・公表ししている。 

再生可能エネルギー電気の調達が必要となる国及び独立行政法人等はもとより、地方公共

団体等の公的機関においても、同ガイドを参考にして、再生可能エネルギー電力の導入に向

けた積極的な取組を期待する。 

 

 
50 https://www.env.go.jp/content/900448016.pdf 
51 https://www.env.go.jp/content/900515682.pdf 




